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平成 18 年 5 月 11 日 

各位 

会社名 宇部興産株式会社 

代表者名 代表取締役社長 田村浩章 

（４２０８ 東証第一部、福証） 

問合せ先 ＩＲ広報部長 泉原雅人 

（ＴＥＬ０３－５４１９－６１１０） 

 

内部統制システム構築の基本方針に関する決議のお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、内部統制システム構築の基本方針に関し、５月１日の

会社法施行に伴い、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

1． 取締役・使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

 ＵＢＥグループの企業倫理確立のため「私達の行動指針」を制定し、これを企業活動及び

役員・従業員がとるべきコンプライアンス実践の基準・規範とする。 

コンプライアンスの確保・推進のためコンプライアンス・オフィサーを置き、コンプライ

アンス・オフィサーの諮問機関として顧問弁護士を加えた「コンプライアンス委員会」を設

置する。 

また、コンプライアンスに関する問題を迅速に察知・是正するため、職制ルートによらず

役員・従業員が直接連絡できる通報窓口（ＵＢＥ Ｃ－Ｌｉｎｅ）を設ける。 

 

2． 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

 法令並びに取締役会規程、稟議規程、グループ経営委員会規程及びカンパニー・部門運営

会議規程等の社内規程に基づき、文書（電磁的記録を含む）を記録、保存するとともに、必

要に応じて閲覧可能な状態を維持する。 

 

3． 損失の危機の管理に関する規程その他の体制 

事業の目的達成を阻害するリスクを洗い出し、そのリスクの発生可能性と影響度を評価し

た上で適切な対策を実施する。 

また、特定のリスクに対するリスク管理に取組むため、「グループ環境安全委員会」「グル

ープ製品安全(ＰＬ)委員会」を設置し、それぞれ安全・環境保全、製品の安全管理に関する

ＵＢＥグループ全体の方針を策定し諸施策を推進する。 

更に、以下の委員会等を設け個別のリスクに対処する体制をとる。 

（a）情報セキュリティ委員会 

「情報セキュリティポリシー」を定め、これを周知徹底し遵守状況をチェックすると

ともに、情報セキュリティに関する規則・規定を整備する。 
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（b）規制貨物等輸出管理委員会 

外国為替及び外国貿易法など、国際平和及び安全の維持のために輸出管理法規におい

て規制されている貨物及び技術を不正に輸出または提供しないことを輸出管理の基本

とし、ＵＢＥグループ内に周知徹底する。 

（c）海外危機管理委員会 

グローバル化による海外赴任者の増加や海外各地の治安状況悪化などに鑑み海外赴

任者とその家族、出張者や現地社員の安全を確保するため、海外における様々なリスク

を想定しレベル分けしたマニュアルを整備し、緊急時の対応体制を構築する。 

（d）国内緊急事態マニュアル（Ｅマニュアル） 

国内緊急事態発生時の社内外への対応として、緊急連絡網の完備や危機管理対策本部

の設置まで網羅したマニュアルを整備する。 

 

4． 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

 経営における「ガバナンス機能」と「マネジメント機能」の分離を目的として執行役員制

度を導入し、執行役員が業務執行に専念できる体制を整え、意思決定の迅速化を図るととも

に、取締役会の役割を株主利益の代弁者として中長期的視点から株主価値の最大化を推進す

る機関として明確に位置づける。 

取締役会は、執行役員を兼任しない取締役が議長を務めて業務執行の妥当性・効率性を監

督することにより、透明性を高め、株主価値の最大化とリスクの最小化を図る。 

また、当社は委員会設置会社ではないが、取締役会の内部委員会として指名委員会と評

価・報酬委員会を設置する。 

更に、意思決定に第三者の視点を加え経営の透明性・客観性を確保するため、社外取締役

を招聘する。 

 当社は最適なコーポレート・ガバナンスのあり方を常に検討しながら、経営における執行

機能の強化・迅速化と、戦略的意思決定機能、コーポレート・ガバナンス機能の一層の充実

を図っていく。 

 

5． 当社及びグループ会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

（1）「グループ経営」「カンパニー連結経営」の運営方法 

ｱ）グループマネジメント 

取締役会よりＵＢＥグループの業務執行を委任されたグループＣＥＯ（＝社長）が、

執行方針を明確にし、各カンパニーの目標を設定するとともに、その目標の達成に必

要な人・モノ・金の経営資源を配分する。またカンパニーの権限を越える重要執行案

件の解決に当たる。 

ｲ）カンパニーマネジメント及び業務執行 

グループマネジメントと合意した方針に基づき配分された経営資源を有効活用し、

カンパニーの目標達成に向けて自律的に業務を執行する。 



 3

ｳ）グループスタッフ部門 

グループマネジメント及びカンパニーマネジメントの戦略立案機能や業績管理機能

の補佐、人・モノ・金の経営資源の調達、事業部門に共通する機能あるいは専門性の

高い機能を集約して効率的に提供する等の役割を担う。 

（2）意思決定システム 

経営における「ガバナンス機能」と「マネジメント機能」を分離し、透明で効率的

な企業経営の推進のため、経営の意思決定に関し以下の会議体を設ける。 

ｱ）取締役会 

会社法で規定された事項、会社の基本方針及び重要な執行案件について、株主利益

の代弁者として中長期的な視点から審議・決議する。 

また、取締役会を機動的に運営するための下部組織として取締役数名による「指名

委員会」「評価・報酬委員会」を設置する。 

ｲ）グループ経営委員会 

「グループ経営指針」及び「グループ経営委員会規程」に基づき、グループ全体の

資源配分や調整が必要な事項、グループ全体に影響を及ぼす重要事項について審議・

決定する。 

ｳ）カンパニー・部門運営会議 

「グループ経営指針」及び「カンパニー・部門運営会議規程」に基づき、カンパニ

ー・部門レベルにおける当社及びグループ会社の事業戦略等重要事項を審議・決定す

る。 

 

6． 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関す

る体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項 

 監査役の補助者として専任スタッフを配置し、監査役監査が効率的且つ円滑に遂行できる

よう監査計画の立案及び監査の補助を行う。 

また、監査役は、同スタッフの充実と業務執行者からの独立性の確保に関して代表取締役

及び社外取締役との間で意見交換を行う。 

 

 

7． 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制 

 取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直

ちに監査役に報告する。 

 監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会のほか重

要な会議に出席し意見を述べるとともに重要な決裁書類を閲覧し、取締役等からの業務報告

聴取を行う。 

また、監査役は、代表取締役及び社外取締役と定期的に会合をもち、経営方針の確認及び

重要課題等について意見交換を行う。 
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8． その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

 監査役は、内部監査部門及びグループ会社の監査役と定期的に情報交換を行い、必要に応

じて内部監査部門に調査を求める。 

 また、監査役は、会計監査人から会計監査計画及び実施結果の説明を受けるとともに、会

計監査人と定期的に情報交換を行い相互の連携を図る。 

 

 

以 上 

 

 

 


